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○福島みずほ君 よろしくお願いします。 
 次に、自主共済を保険業法にしていくことが極めて問題ではないかということについて
お聞きをいたします。 
 これは衆議院でも出ておりますが、互助会、例えば知的障害者が入院時の支えとしてい
る互助会や、それから例えば全国各地の保険医協会、医会の連合体である全国保険医団体
連合会が自主運営している休業保障制度など、一九七〇年に例えば設立され、とても長く
自主共済としてみんなで支え合ってきた様々な自主共済があります。これが十把一からげ
で、消費者保護の名目で保険業と同列として一律に規制をしていくことで逆に壊れていっ
てしまうのではないか。知的障害者互助会などの団体からは、国の施策が及ばない部分を
自分たちで補ってきたと、そんな共済にまで規制する必要があるのかという声が上がって
おります。 
 各団体が自助努力として自主的に運営している共済を明確に保険業の適用除外としない
まま四月一日の施行日を迎えると、多くの共済制度が後退を余儀なくされて、社会的に非
常に大きな問題になるんではないかと思います。この点についてはいかがでしょうか。 
○政府参考人（畑中龍太郎君） お答えを申し上げます。 
 いわゆる、自主共済の保険業法の適用除外について基準が明確ではないではないかとい
うお尋ねでございました。 
 今般、改正保険業法におきましては、保険業の定義から除かれるもの、すなわち保険業
法の適用除外につきましては法律上列挙をしているわけでございますが、その考え方とい
たしましては、構成員の自治のみによる監督を理由に自己責任を問うことが可能なことが、
法令上、社会通念上明らかである団体、これを例外的に適用除外としているところでござ
います。 
 具体的には、一つには、共済を運営しております団体が高い自治性を有していること。
逆に申しますと、万一の破綻の際にも処理をこの団体の自治にゆだねることが適当と認め
られることと。それから二つには、団体の位置付け、外延が既存の法制度上明確であるこ
と。これは、保険業法の適用除外に該当するか否かというのは刑事罰に直結する問題でご
ざいますので、その辺りを明確にすると。こういう二つの要件を満たすものに限っている
ところでございます。 
○福島みずほ君 そうしますと、今議論になっている知的障害者入院時の互助会や、それ
からさっき申し上げた休業保障制度などというか、保険医協会が自主運営している休業保
障制度、これらはいかがでしょうか。 
○政府参考人（畑中龍太郎君） お答えを申し上げます。 
 今ほど申し上げました基準に照らしますと、一つには、御指摘の団体というのは同一の
職業に従事されている方あるいは同じ資格を有する方の集合体と、こういうことですが、
これのみでは、先ほどの法律で適用除外をしておりますところの一の学校あるいは一の企
業と比肩し得るほどの高度の自治性を有することが明らかであるとは言えないということ
が一つございます。それからもう一つは、当該団体が法律で決まっていない、いわゆる法
定化された団体でないという、この二つの条件がございまして適用除外とすることは困難
であると考えておりますが、先生御指摘のように、このそれぞれの団体が長年にわたって
有意義な共済活動を行ってこられていることは十分承知しているところでございまして、
こうした方々が新制度に円滑に移行して契約者保護が図られますよう、それぞれの事情を
よく伺いながら、引き続き真摯に御相談にあずかってまいりたいと、このように考えてお
ります。 



○福島みずほ君 これは与謝野国務大臣も衆議院で、財務金融委員会で答えているところ
ではありますけれども、私は思うには、利益、利潤追求だけの団体というようなのはもち
ろん取り締まらなければならないというふうには思うんですね。ただ、極めて長い間、必
要に迫られてみんなが支え合って問題の生じてない共済についてまでもその適用にしてし
まうと、実際はですね、例えば制度そのものが成り立っていかないという問題があります。
是非この点については再考していただきたいですが、いかがでしょうか。 
○政府参考人（畑中龍太郎君） お答えを申し上げます。 
 衆議院におきまして与謝野大臣が御答弁申し上げましたように、今般の保険業法の改正
におきましては、保険業法の適用範囲について、契約の相手方が特定されているか不特定
であるか、あるいは営利性があるか非営利かといったことにかかわらず、およそ保険の引
受けを行う方につきましては、その契約者を保護し、健全な運営を確保するために必要な
規制の対象とすることとしたものでございます。 
 いわゆる、根拠法のない共済の中に、先ほど申し上げましたように、有意義な活動を行
っている方が数多くおられることはよく承知しておりまして、こうした方々が新制度へ円
滑に移行し、事業を継続しながら健全な運営と契約者保護が実現することが望ましいと考
えておりまして、引き続き円滑な移行に向けて真摯に御相談にあずかってまいりたいと考
えております。 
○福島みずほ君 今までの状態ですと、円滑に移行できないんではないかというふうに非
常に心配をしております。 
 すべての自主共済が、保険会社の保険商品とするか少額短期保険業者として保障を小さ
くするなど、対応を迫られるのではないか、円滑な移行は難しいのではないかという点に
ついてはいかがですか。 
○政府参考人（畑中龍太郎君） お答えを申し上げます。 
 様々な活動形態がございますので、私どもその活動形態の実態にできるだけ配慮をした
いというふうに考えたところでございます。 
 具体的には、現在、共済を行っている団体の中には小規模に運営されておられるところ
もございますので、こういったところには一定の配慮が必要であるということで、少額短
期保険業者に係る最低資本金、これは原則は一千万円でございますが、こういった小規模
については七年間、半分の五百万円という経過措置を政令で講じることとしております。
これは、知的障害者に限らず、一般的に小規模の制度共済の方に適用される措置でござい
ます。 
○福島みずほ君 是非、再考していただきたいというふうに思います。 
 


